
恵那市地域クラブの概要と運営支援

～生徒の多様な活動機会を地域で支えるために～

1. 中学校部活動の現状と課題
（１）活動時間の減少 平⽇の活動 週4.5時間（H30年）から週40分（R6年）に

（２）⽣徒数の減少 チーム編成や多様な部活動が困難に
保護者クラブ運営の経済的・時間的負担の増加

（３）ニーズの多様化 競技志向・交流志向など様々な希望
学校統合で消滅する伝統⽂化継承等の継続

（４）専⾨指導者の不⾜ 教員の働き⽅改⾰、指導者確保（後継）問題

参照 ガイドライン P３



2. 問題を解決する「地域クラブ」

令和７年度、恵那市地域クラブ準備委員会を５回開催し、ガイドラインの
整備をはじめ地域クラブの設⽴に向け検討を⾏った。

地域クラブの⽬的
⽣徒が将来にわたって継続的に安⼼かつ安全にスポーツ、⽂化・芸術活動

に親しみ、⾃らの可能性を広げる。

3. 恵那市地域クラブの基本⽅針

（１）教育委員会主導でスポーツ・⽂化団体と連携

（２）校区を越えて⾃由に活動参加できる環境を整備

（３）指導者・保護者向けの研修・⽀援体制の構築

（４）持続可能なクラブ運営の実現
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参加者

社会教育の一環 代表者による運営

各種保険

拠点練習場所

市内中学生が在籍すれば、市内外の小、中
学生、高校生、社会人の参加可能

登録
連携

研修会等支援

令和８年 ４月以降の恵那市における「休日部活動の地域展開」イメージ図

令和８～１０年度
「 」

令和１１～１３年度
「 」

中間評価

クラブ活動：学校枠を超えた仲間、専門指導者による指導

部活動時間の縮小・活動内容の見直し

引退のない継続的な活動、幅広い世代交流による活動

専門指導者の研修、指導者認定、継続的なクラブ運営のための体制整備

生徒のニーズに応じた多種多様な活動 （スポーツ・文化・芸術・まちづくりなど）

令和９年度 学習指導要領改訂見込み

令和４年頃まで
平日部活動時間

＝週4.5時間

令和５～７年
平日部活動時間

＝40分

令和８年度から
平日部活動時間がさらに減る可能性あり
部活動は継続



4. 認定地域クラブの運営
1. 体験・交流を通じた⼈間関係と⾃⼰成⻑
2. ⽣涯スポーツ・⽂化活動の基盤づくり
3. 指導者・保護者の研修・交流による⽀援強化

⽬指す姿

加⼊対象
1. 市内中学⽣中⼼（5名以上、過半数が市⺠であること）
2. ⼩学⽣・⾼校⽣・社会⼈も参加可能

登録/運営
1. 年度ごとの申請・更新
2. 規約・運営組織・会計の明確化

参照 ガイドライン P４

代表者・指導者・会計責任者の配置（18歳以上）

⽣徒の意思を尊重した運営

活動計画・実績報告の提出

適切な活動時間・休養⽇の設定
（週11時間、休養⽇週2⽇）

参照 ガイドライン P５、６



事故防⽌・健康管理の徹底

⼈権尊重・ハラスメント根絶

個⼈情報保護・画像利⽤制限

保険加⼊の義務化

参照 ガイドライン P６，７

施設・備品の共同利⽤と管理

⼤会・コンクール参加の⽀援

低廉な会費設定と公正な会計

中体連⼤会参加の項⽬になる可能性

参照 ガイドライン P７，８



委員会（中学校・PTA・関係団体・有識者等）

教育委員会が事務局、コーディネーターの配置

認定・退会・登録団体⼀覧公開の管理

設⽴・運営・保険加⼊の⽀援

参照 ガイドライン P９

施設使⽤料減免や備品貸出

代表者・指導者の研修・資格取得⽀援

⼤会参加費補助・激励⾦交付

広報・⼊会案内の協⼒

関係団体との情報共有・連携

参照 ガイドライン P１０，１１



情報提供（⾏事予定・⽣徒情報等）

クラブとの連携・問題対応の協⼒

施設・備品の利⽤協⼒

広報・⼤会参加の配慮

参照 ガイドライン P１２

11. 国の⽅針（⽀援）
①休⽇の地域クラブ活動の活動費の⽀援

⼈件費、諸謝⾦、旅費、通信運搬費、備品費、消耗品費等（施設改修費は対象外）

※平⽇は対象外
②地⽅公共団体の体制整備等

コーディネーターの配置
研修費⽤

③経済的困窮世帯の⽣徒への参加費等の⽀援
⽉会費、保険料



国の活動費⽀援単価

※補助金は、上記支援単価を基準とし、予算の範囲内で交付される。休日活動分のみが対象。

【補助単価：１クラブ／年額】


